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【公開番号】特開2020-22561(P2020-22561A)
【公開日】令和2年2月13日(2020.2.13)
【年通号数】公開・登録公報2020-006
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【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】令和2年2月27日(2020.2.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技媒体の移動経路のうち特定経路を通過する遊技媒体が進入可能に設けられた可変手
段が動作する有利状態に制御可能な遊技機であって、
　遊技者にとって有利度が異なる複数の設定値のうちのいずれかの設定値に設定可能な設
定手段と、
　前記有利状態と、通常状態と、前記有利状態とは異なる状態であって前記通常状態より
も遊技者にとって有利な特別状態とに制御可能な遊技制御手段と、
　前記有利状態の制御の開始から前記特別状態の制御の終了まで継続して、前記特定経路
への遊技媒体の発射を促進する第１発射促進演出を実行可能な演出実行手段と、を備え、
　前記演出実行手段は、
　　前記第１発射促進演出を実行するときに、前記設定手段に関する設定示唆演出を実行
可能であり、
　　前記特別状態が終了するときに、前記第１発射促進演出を終了するとともに、前記特
定経路とは異なる所定経路への遊技媒体の発射を促進する第２発射促進演出を実行可能で
あり、
　　前記通常状態において、前記特定経路を通過する遊技媒体を検出可能な検出手段によ
って遊技媒体が検出されたときに、前記第２発射促進演出を実行可能であり、
　　前記第２発射促進演出を実行するときに、設定示唆演出を実行しない
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　（０）　本願発明の遊技機は、遊技媒体の移動経路のうち特定経路（右打ち経路）を通
過する遊技媒体が進入可能に設けられた可変手段（特別可変入賞球装置７等）が動作する
有利状態（大当り遊技状態等）に制御可能な遊技機（パチンコ遊技機１等）であって、
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　遊技者にとって有利度が異なる複数の設定値（設定値１～設定値３等）のうちのいずれ
かの設定値に設定可能な設定手段（ＣＰＵ１０３等）と、
　前記有利状態（大当り遊技状態等）と、通常状態（低確低ベース状態等）と、前記有利
状態とは異なる状態であって前記通常状態よりも遊技者にとって有利な特別状態（高ベー
ス状態等）とに制御可能な遊技制御手段（ＣＰＵ１０３等）と、
　前記有利状態の制御の開始から前記特別状態の制御の終了まで継続して、前記特定経路
への遊技媒体の発射を促進する第１発射促進演出（右打ちランプ１０２Ｆ００１の点灯演
出等）を実行可能な演出実行手段（演出制御用ＣＰＵ１２０等）と、を備え、
　前記演出実行手段は、
　　前記第１発射促進演出を実行するときに、前記設定手段に関する設定示唆演出を実行
可能であり（図８－５（Ｃ１）の設定変更示唆右打ち演出、図８－５（Ｃ２）の第１設定
値示唆右打ち演出、図８－６（Ｄ１）の第２設定値示唆右打ち演出、図８－６（Ｅ１）の
第３設定値示唆右打ち演出をする右打ち演出等）、
　　前記特別状態が終了するときに、前記第１発射促進演出を終了するとともに、前記特
定経路とは異なる所定経路（左打経路）への遊技媒体の発射を促進する第２発射促進演出
（図８－５、図８－６等の左打演出等）を実行可能であり、
　　前記通常状態（低確低ベース状態等）において、前記特定経路を通過する遊技媒体を
検出可能な検出手段（右ゲートスイッチ）によって遊技媒体が検出されたときに、前記第
２発射促進演出（図８－５、図８－６等の左打演出等）を実行可能であり、
　　前記第２発射促進演出を実行するときに、設定示唆演出を実行しない。
　このような構成によれば、設定示唆演出により、遊技において興趣を盛上げることがで
きる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　（１）　本願の他の遊技機は、遊技媒体（遊技球等）を発射することにより遊技が可能
な遊技機（パチンコ遊技機１等）であって、
　遊技者にとって有利度が異なる複数の設定値（設定値１～設定値３等）のうちのいずれ
かの設定値に設定可能な設定手段（ＣＰＵ１０３等）と、
　遊技者にとって有利な有利状態（大当り遊技状態等）に制御可能な遊技制御手段（ＣＰ
Ｕ１０３等）と、
　演出実行手段（演出制御用ＣＰＵ１２０、Ｓ１７６、Ｓ１７０～Ｓ１７３等）とを備え
、
　前記特定発射促進演出は、第１特定発射促進演出（右打ち表示画像演出等）と、第２特
定発射促進演出(右打ちランプ１０２Ｆ００１の点灯演出等）とを含み、
　前記演出実行手段は、前記第１特定発射促進演出と前記第２特定発射促進演出とで、前
記設定手段に関する示唆に対応する態様による前記発射促進演出を実行する割合が異なる
（図８－５および図８－６のように、右打ち表示画像１０２Ｆ００２～１０２Ｆ０１０に
よる右打ち演出では設定変更演出または設定値示唆演出を実行可能であるが、右打ちラン
プ１０２Ｆ００１の点灯演出では設定変更演出または設定値示唆演出を実行しない）。
　このような構成によれば、設定手段に関する示唆に対応する態様により発射促進演出を
実行可能であるので、設定手段に関する示唆により、遊技において興趣を盛上げることが
できる。
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